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医療用医薬品の涜通改善について く緊急提言1

-公的保険制度下における取引の信頼性を確保する観点から-

医療用医薬晶の流通改善に関する懇談会
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8.当洗改懇では.こうした状況を踏まえ.今般,公的保険制度下における取引全体
の適正化を園る観点から.洗通上の諸課題についてその実態を再度検証し.先に公
表したr中間とりまとめJに基づく流通改善の取組をより-効果的に推進するための.
r医療用医薬晶の流通改善に当たって取引当事者が留意すべき事項Jを別漆のとお
りとりまとめた.

ついては.改めて.メーカー.卸売業者.医療機関.薬局の各取引当事者に対し.
当該留意事項の意義を十分に踏まえた取組を期待するo

く以下略I
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医療用医薬晶ゐ流通故善に当たって取引当事者が留意すべき事項

く中 略1

2.卸亮業者と医療楼関ノ薬局の取引における腎意事項について

く1 1課 題 長期にわたる未妥結J仮納入の改善と総価契約の改善

く2I留意事項

くア1経済合理性のある価格交渉の実施

くイJ医薬晶の価値と価格を反映した取引の推進

.卸売業者と医療機関ノ薬局との価格交渉においては.銘柄別薬価制度

の趣旨を尊重した単晶単価交渉を行うことが望ましいo

I総.価契約を行っている場合には,卸売業者から医療機関ノ薬局に対し.

銘柄別取引を推進するための提案を積極的に行うことが望まれるo

.総価契約を行う場合であっても,可能な限り個々の医薬品の価値と価

格を踏まえた取引を進めることが望ましいoIこのような観点から.すべ
ての晶員を対象とするのではなく.例えぱ以下のような医薬晶について

は.総価除外晶目として取り扱うことが考えられるo


